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　ロシアによるウクライナ侵略は戦争を直接身近と
していなかった日本国民に大きな不安をもたらすこ
ととなりました。この不安は戦争をしないと言って
いるだけの日本で大丈夫か、また今の憲法九条で自
分達は守られるのかとの動揺と疑念を抱かせます。
　７月の参議院選挙では改憲政党が議席の三分の二
を超え九条をどうするかの論議を活発化させるで
しょう。直近の世論調査によれば憲法への「自衛隊
の明記」は賛成が反対を上回る結果とでました。一
方岸田首相に一番力を入れてほしい政策はと問うと、
物価対策３０％、社会保障23％、景気・雇用22％、
と続き外交・安全保障」は15％、憲法改正は6％で
最下位でした。人々の心は暮らしと身の安全で揺れ
ています。
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　ウクライナ問題への対応で国際社会はどう動いて
いるかをみると、西側諸国は米国を中心としてロシ
アに対する経済制裁を強め、また武器供与を大規模
に行っている。しかし中国、インドなど国連加盟国
の半数近くの国々は制裁に同調せず制裁の効果は上
がっていません。プーチン大統領の長期政権がこの
先何を考えているか、
それはただただウクライナ侵攻でNATOの脅威を取
り除くだけではなさそうです。再び旧ソ連の大ロシ

アで覇権国家を目指しているのでなないかとも疑わ
れます。ウクライナにしてみれば長い歴史上、政情
不安な時代を経て冷戦終結で独立、マイダン革命を
経てやっと歩み出した主権国家を、侵略から守り通
そうとする今の戦う姿は当然です。国際社会として
は終結に向け努力しなければなりません。
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　九条は私たちの命と財産をを守ってくれるのか、
と大多数の国民がいま考えています。改憲を目指す
人々は唱えているだけで平和は守れるのかと言い、
つづけて守りを強化し戦えるようにすべきとなりま
す。こう考えるのはあまりにも短絡的です。第一次、
二次大戦の歴史とその教訓、そして国連の成立を無
視しているとしかいえません。九条第一項は、「正
義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し…」
とし、国連憲章第二条三項は「平和的手段によって
…」解決し、「武力による威嚇又は武力の行使を慎
まなければならない」と加盟国に義務付けています。
　九条は国連憲章の理念と共にあり、憲法十二条で
は「不断の努力で保持」することと私たちに覚悟を
求めています。つまり平和は誰かに任せるのではな
く貢献すべきことであり、武力に頼る言動は真逆な
こと、自ら九条の理念を訴えていかなければならな
いのです。

　大きく育った庭の百日紅（サルスベリ）の花が
咲き乱れ花の少ない日常を楽しんでいる。
　ことし戦後７７年の終戦記念日、岸田首相は式
辞で戦争の惨禍を繰り返さないと強調するも、ア
ジア諸国に対する侵略や加害の言葉もなかった。
　歴史をなかったことにはできない。反省のない
不戦の誓いなど国際社会からも信頼されない。平
　　　　　　　　　　　　　和憲法を掲げ戦争を
　　　　　　　　　　　　　しなかったことには
　　　　　　　　　　　　　尊い価値があり平和
　　　　　　　　　　　　　国家として次の世代
　　　　　　　　　　　　　へと引き継いでいく
　　　　　　　　　　　　　ことを願いたい。　

戦争のない日々を 宇野和江
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　私が結婚した５３年前、義父から東京大空襲
で浅草区菊屋橋の家が深夜に米国の B２９爆撃
機により焼失した話を聞かされた。家族全員が
茨城の結城に疎開をしていたので皆が難をのが
れたと。結城から東京の方角が真っ赤に染まっ
て見えたという。家のことが心配で上京し目の
当たりにした惨状は言葉では言い尽くせない状
況だったと。
　まだ若かった私はとても重たい話だったので
想像もできず話を聞いていることだけで精一杯
だった。いまの私だったら義父が語る想いを少
しは受け止められたかなと悔やんでいる。息子
たちには平穏なくらしが一夜にして奪われ命を
亡くすことだから戦争は絶対にしないと。物事
を他人ごとにしないで自分ごととして知ること
関心を持つことを大切にしてほしいと。


